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薬師寺総合訓練の実施について 
 

1 目 的 
文化財防火訓練は、昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂の壁画が焼損したことを

踏まえ、昭和３０年１月２６日に文化財防火デーが定められ、今年で５４回を迎え

ます。 

先人が伝えて来た歴史と伝統のある貴重な文化遺産を、火災などの災害から守る

必要性を訴え再認識すると共に、自衛消防隊、消防職・団員の連携を図ることを目

的とする。 

 

2 日 時 
  平成２０年１月２３日 (水) 午前１０時００分から  (小雨決行)  

 

3 場 所 
  奈良市西の京町４５７番地  薬師寺 

 

4 参加者 
（１）対象物側 

   村上執事長以下２５名 

（２）消防署側 

   南消防署     中垣内署長以下 ２３名  ５台 

   中央消防署    本田司令以下   ５名  １台 

   北消防署     藤井司令補以下  ４名  １台  

（３）消防団 

   都跡分団     藤田分団長以下  ４名  １台 

                 合計 ３６名  ８車両 

 

5 想 定 
  奈良地方に乾燥注意報が発令され、火災発生危険が大であり一旦火災が発生する

と、大火となる気象状況であり、当日は、境内で数十名が参拝中であった。 

  午前１０時頃、金堂内にある祭壇の灯明ローソクの火が、上部にあった供花に着

火し上部に延焼拡大し、金堂内の参拝者は、寺側誘導員によりほとんどの者が避難

誘導したが、重要物品の搬出中１名の者が煙にまかれて堂内で救助を求めている。 

 

6 活動概要 
（１）自衛消防隊の活動 

消防計画に基づき、通報、参拝者、観光客の避難誘導、消火器、小型動力ポンプ

による、初期消火及び重要物品の搬出を実施する。 

（２）消防隊の活動 

消防局指令課は１１９番通報にて火災発生を覚知、同時に出火建物の様態等考

慮し特別消防対象物警備計画に基づき、特命出動をする。指令を受けた消防隊は、

直ちに現場に出動し指揮隊隊長の指揮に従い以下の活動をする。 

 

7 問合せ 
奈良市南消防署 ℡０７４２－３５－１１４９ 


